
町総合防災訓練への参加団体を募集
町では、５月26日㈰の「町総合防災訓練」に合わせて、

訓練を実施する町内会・自主防災組織などを募集します。
各地域の実情に合わせた災害を想定し、内容を組み立て、
町と共同で訓練を実施してみませんか。
▶募集締切　５月10日㈮
※ 参加申込は、町住民生活課へご連絡ください。
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での遭難や事故に気をつけましょう

狂犬病は感染して発症してしまうと有効な治療法も無
く、人も犬も100㌫助からない恐い病気です。年１回の
予防注射を必ず行いましょう。

▼注射料金　１頭　3,500円
⃝ 当日は料金、愛犬手帳、ハガキを持参してください。
⃝ 新規登録は、事前に町住民生活課で登録手続きをお願

いします。
⃝ 登録犬が死亡したり、転居などで登録内容の変更が

あったりした場合は、町住民生
活課へ届け出をしてください。

※日程は右のQRコードからご確認ください。
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愛犬の登録と年１回の狂犬病予防注射を忘れずに
５月８日５月８日㈬㈬からから犬の登録と狂犬病予防集合接種犬の登録と狂犬病予防集合接種を行いを行いますます

山
新緑の季節を迎え、登山や山菜採

り、渓流釣りなどで入山する機会が
増えます。入山するときは次のこと
に意識して、遭難や事故を防ぎま
しょう。

❶山に入る前に
⃝1人で山に入らない。
⃝家族に行き先を告げる。
⃝天気予報を確認する。
⃝ 服装は目立つ色（白やピンク）の

ものにする。

⃝ 携帯電話や予備の食料、雨具、ラ
イター、ナイフなど装備をきちん
と整える。

⃝ 登山計画書（登山届）を、登る山
を管轄する警察署へ提出する。

❷山に入ったら
⃝同行者と離れない。
⃝ 声を掛け合い、お互いの居場所を

確認し合う。
⃝方向を見失わないようにする
⃝ 早めに切り上げ、明るいうちに下

山する。

❸もし迷ってしまったら
⃝ むやみに歩き回らないで、雨風を

防ぐ場所で救助を待つ。
⃝ 明るくなったら見晴らしのよい場

所に出て救助を待つ。
⃝ ヘリコプターを見つけたら、目立

つものを振って居場所を知らせ
る。

⃝ 携帯電話の電源は、必要時以外こ
まめに切る。
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愛犬に愛犬に
愛情1本愛情1本!!

災害に強いまちづくりを目指して
防災備蓄倉庫が完成

大規模な災害の発生に備え、物資の配送・備蓄体制
を強化し、被災者支援の充実を図ることを目的とした
防災備蓄倉庫が２月に完成しました。

防災備蓄倉庫は、平時においては町備蓄物資の保管
倉庫として、災害時は地域内物資輸送の拠点として使
用されます。
▶施 設 名 称　五城目町防災備蓄倉庫
▶所　在　地　上樋口字樽沢地内

（浸水想定区域外の町有地）

▶延 床 面 積　136.5㎡（鉄骨造平屋建）
▶完成年月日　令和６年２月29日
▶工　　　期　令和５年９月27日～令和６年２月29日
▶付 属 設 備　非常用発電設備

町では、全町へ設置された屋外拡声子局のスピー
カーにより災害時の緊急情報などを放送しています。
放送内容を聞き逃した場合は「聞き直しダイヤル」に
より、放送内容を再度電話で確認することができます。
▶聞き直しダイヤル　☎018・852・3220

町内会や自主防災組織での訓練・活動に必要な消耗
品の購入や、防災、マップ・パンフレットの作成など
に「町自主防災組織等活動支援助成金」を活用するこ
とができます。助成限度額は２万円です。

活用を検討する場合は、事前に町住民生活課までご

相談ください。また、防災に関する出前講座について
も随時受け付けをしています。

秋田県では、河川水位や降雨量のメール配信サービ
ス「あきた河

かわ

川メール」を実施しています。
自身の避難行動や、離れた場所に住む人への避難の

呼びかけなどにもご活用できますので、ぜひ登録をご
検討ください。
「あきた河

かわ

川メール」の利用登録やサービスの詳細
については、右のQRコードをご覧ください。
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自主防災組織等の活動を支援します

防災行政無線
「聞き直しダイヤル」ご利用ください

「あきた河
かわ

川メール」を
ご登録ください

昨年度の総合防災訓練では、避難訓練、避難所の開設・運営訓練、災害
ボランティアセンターの開設訓練などを行い、緊急時の行動を確認。

新たに浸水想定区域が指定されました
近年、気候変動により水害が激甚化・頻発化しており、

中小河川においても多くの浸水被害が発生しています。
このような状況を踏まえ、令和３年７月に水防法の改正
が行われ、これまで洪水浸水想定区域の指定対象とされ
ていなかった中小河川についても一部指定対象となりま
した。

秋田県では、想定最大規模の降雨によって中小河川が
氾濫した場合に浸水想定される区域を新たに指定しまし
た。本町においては、県より次の河川が指定され、洪水

浸水想定区域図が公表されましたのでお知らせします。
▶洪水浸水想定区域（令和６年４月23日　指定）
　二級河川　馬場目川水系
　⃝馬場目川（上流部）
　⃝富津内川
　⃝内川川
※ 洪水浸水想定区域図は、県公式HP（美の国

あきたネット）でご覧ください。


